
*Keywords：公園･緑地、空間整備･設計、法面、住民評価 

**正員，西武建設株式会社 

 （埼玉県所沢市くすのき台1-11-2 

  e-mail m-yoshizawa@seibu-const.co.jp） 

***正員，日本大学理工学部土木工学科 

（東京都千代田区神田駿河台1-8 TEL 03-3259-0679 

  e-mail moosawa@civil.cst.nihon-u.ac.jp） 

****正員，博士(工)，日本大学理工学部土木工学科 

（東京都千代田区神田駿河台1-8 TEL 03-3259-0679 

  e-mail kishii@civil.cst.nihon-u.ac.jp） 

住民意識から見た港北ニュータウンの法面緑地* 

Evaluation on the Slopes in KOUHOKU New Town Green Network* 
 

 

吉澤雅之**・大沢昌玄***・岸井隆幸**** 
By Masayuki YOSHIZAWA**・Masaharu OOSAWA***・Takayuki KISHII**** 

 

 

１．はじめに 

  

横浜市北部にある港北ニュータウン（以下港北NT）

は、面積2,530ha、計画人口30万人と首都圏有数の開発

規模を誇っている。その港北NTの大きな特徴の１つが、

大規模な法面造成で豊かな緑道空間を創造したことであ

る。法面については、これまで景観や植栽、工学的視点

から様々な研究1)がなされているが、そのほとんどは道

路や電力施設の法面を対象としたもの2)であり、大規模

宅地開発地に生ずる法面に焦点を当て、さらに法面に対

する住民意識を把握した研究はほとんどない。また港北

NTに関する研究は盛んに行われている3)が、法面に着目

した研究はあまりみられない。 

そこで本研究は、大規模な法面緑地を有する港北 NT

において、実際に法面がどのように処理されているか、

その計画設計思想を抽出する。そして法面の存在の評価、

生活への影響等について住民へのアンケート調査から把

握し、法面に対する現状の問題点を挙げ、今後の整備方

針を検討することとする。 

研究方法は、港北 NT における法面緑地設計方針を事

業史より把握し、そして住民への法面に対するアンケー

ト調査を行い分析する。 
 

２．港北NTにおける法面緑地設計 

 

(1)港北NTの計画設計思想 

港北NTは、「緑を最大限に保存し、ふるさとをしの

ばせるまちづくり」を基本方針に据え事業化（土地区画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理事業）された。その方針を実現する方策の１つとし

て、「グリーンマトリックスシステム（以下GMS）」が

ある。GMSは、開発前の自然・文化景観を構成する樹林

や集落のたたずまいをできるだけ多く残したいという考

図-１ 港北NTの緑地体系 
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表－１ 港北NT GMS空間と行為の相関 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

造
成
計
画 

地区内近距離土量バランス／現況植生の保存／既存集落、社寺仏閣の保存／
土工量の低減／現況分水嶺の尊重 

 現況の斜面緑地や屋敷林等を残した造成を行うことにより、土工量の低減
を図ると共に、残された現況植生は、ＧＭＳに対し有効利用する 

Ｇ
Ｍ
Ｓ 

(１)緑の都市骨格 
 造成効率を前提に谷戸沿いの片側の斜面を重点的に保存し、そこに緑道を

配置。そしてこれら現況斜面をぬいながら、NT 全体にわたるルートを設定。
(２)全体体系の決定 

 全ルートについて現況斜面を保存するのは不可能。また、保存部分の用地
の確保についても、公園・緑地といった公共用地は面積的に限界あり。現況

斜面を保存できない部分は、公園、学校等のオープンスペース系施設を配置
し、また、現況斜面保存部分でも公園・緑地によって確保し得ない部分は、

集合住宅地あるいは社寺等民有地の屋敷林という形で保存を図る。 

 

保
存
緑
地
整
備 

自然がけの取扱い基本方針 
規定勾配以上の自然がけは、原則として規則法上問題にならないよう措置

させる。ただし、保存緑地の斜面緑地は、基本理念を遵守する立場から、極
力緑地を保全する方向の措置とする。自然のまま放置される規定勾配以上の

がけについては、宅地造成等規制法に基づく措置とすると、港北 NT の基本理
念から結果として逸脱してしまうため、建築基準条例第３条の規定の運用に

より、規定の範囲を超えるものは原則として規制法に基づく措置とした。 
 

集
合
住
宅
地
計
画 

集合住宅地は、現況斜面緑地を含んだ地形で、主に緑道沿いに配置。緑道
は主として谷の部分を走っているので緑道からみると、保存緑地を基壇とし

て集合住宅地が見えるため、ＧＭＳの緑空間との一体性に留意し、景観を含
め周辺環境に調和した居住環境を創出するように計画。 

 

えの下、既存の自然地形や樹林地、水辺などの環境資産

を保全・再編成し、これらを緑道と歩行者専用道路で結

びながら体系化したオープンスペース計画である。GMS

は、ただ単に歩く空間として確保したのではなく、表-1

に示す「空間と行為の相関」を意味した広い歩行空間シ

ステムとして計画された（図-1）。また多くの緑地確保

に当たっては、事業で確保する公園緑地だけでは、事業

構造・経営上限界があることから学校や集合住宅地、企

業用地等、緑地を抱え易い民有地等を緑道沿いに配置し、

緑地が連続するようにしている。 

 

(2)法面等に関する計画設計思想 

 法面設計方針を抽出すると図-2のように整理される。

法面設計には、造成計画からのアプローチ（土工量の低

減と造成効率）とGMSからのアプローチ（既存緑地確

保）の2方向あることがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．住民意識アンケート調査 

 

港北 NT の計画設計思想のもと、計画的に活用されて

いる法面であるが、現状の問題点を検証するために、緑

道周辺の住民を対象に法面の存在効果に関するアンケー

ト調査を行った。アンケート対象地域は、保存緑地が多

く分布する第二地区の都築中央公園から茅ヶ崎公園を経

て早渕公園に至る緑道（図-3）とした。アンケート配布

枚数 800 枚に対し回答数は 244 枚（回収率：30.5%）で

あった。 
 

(1)調査概要 

 

  

アンケートの調査項目は表-2 に示す内容で行った。

なおアンケート実施に当って、住民の方々にとって「法

面」という用語の認識が高くないと想定し、「法面」は

「斜面」としアンケートを行った。以下に集計結果と考

察を述べる。 

 

(2)緑道利用頻度 

 
 
 
 
 
 
 

 

利用頻度を男女毎に地区別に集計した結果を図-4 に

示す。男女共にどの地域でも半分以上がほぼ毎日、また

は週に数回利用しており、全域にわたり緑道の利用頻度

は高いと言える。特に早渕地区は男女共に毎日利用する

人がかなり高い割合を占めている。 
 

(3)利用目的 

利用目的を男女毎に地区別に集計した結果を図-5 に

示す。どの地域も「散歩・ジョギング」「森林浴・日光

浴」「遊び」というレクリエーション目的が多くの割合

項目 項目内容 回答方法 

回答者特徴 性別、年齢、居住場所 
カテゴリ選択、 

記述 

斜面 斜面に対するイメージ 
良い・悪い両側に

５段階評価 

法面の存在効果

に対する評価 

結果内に示す 

①～⑪の項目 

感じる・感じない

両方５段階評価 

法面の有用度

評価 

法面の存在が緑道形成・

生活・地域に役立ってい

るか 

役立っている・ 

役立っていない 

両方５段階評価 

緑道空間全体 利用頻度・利用目的 カテゴリ選択 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

荏田

茅ヶ崎南

長坂

仲町台

早渕

0% 20% 40% 60% 80% 100%

荏田

茅ヶ崎南

長坂

仲町台

早渕

○男性 ○女性 

ほぼ毎日 週に数回 月に１～３回 ほとんどない 

図-４ 地域別緑道利用頻度 

図-２ 法面設計方針4） 

表-２ アンケート調査項目 



を占めている。また、早渕、長坂地区は「通勤・通学」

という回答も見られる。「その他」に関しては、ほとん

どが「買い物に利用する」という回答であった。 
 
 
 
 
 
  
 

 

(4)支持理由 

 
 
 
 
 
 
 
 緑道空間を支持する理由を男女別・地域別に集計した

結果を図-6 に示す。どの地域も支持理由に大きな違い

は見られず、「緑が多い」という項目の支持が一番多く

「緑が多い」と「池や小川がある」という理由で半分以

上を占めることから、自然の豊かさが支持する理由につ

ながっていると考えられる。 

 緑道空間全体に対するアンケート集計結果をまとめる

と、利用頻度と利用目的において地域による違いが見ら

れた。特に早渕地区と長坂地区は駅や商業施設までの間

に緑道が存在するため、通勤・通学、また買い物という

日常生活の手段としての理由が多いことから利用頻度の

高さにつながっていると考えられる。また、他の地域は

散歩・ジョギング、森林浴、遊び等のレクリエーション

的な理由が多いことから、休日に利用する人が多く、利

用頻度も週に数回から月に 1～3 回という回答が多いと

考えられる。 

 

(5)法面イメージ集計結果 

 斜面イメージに対して「大変良い」・「良い」という

回答の割合を図-7 に示す。緑道における法面(斜面)に

対してのイメージは、地域による大きな差は見られなか

った。男性に比べて女性の支持率が若干低いが、それで

も 7 割以上、男性は 9 割近くの人が法面に対して「良

い」というイメージを持っていることが分かった。しか

しながら、悪いというイメージも存在している。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(6)法面の存在効果 

 次に法面の存在効果を評価の 11 個の設問（図中①～

⑪）において感じるという回答の割合を男女別に図-8

に示す。 

 存在効果について見てみると、④安らぎ・⑤良い景観

形成・⑥季節感に示す、心理的・景観的な効果に関して

は、どの地域でも9割以上という高い割合が得られた。

特に⑥季節感を感じさせるという項目に関しては、既存

の落葉広葉樹を残した設計者の意図が反映された結果で

 ○男性 ○女性 
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荏田

茅ヶ崎南

長坂

仲町台

早渕

0% 20% 40% 60% 80% 100%

荏田

茅ヶ崎南

長坂

仲町台

早渕

緑が多い 池や小川がある 近い 遊べる その他

図-６ 地域別緑道空間支持理由 
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図-７ 地域別法面イメージ 
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図-５ 地域別緑道利用目的 
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あると考えられる。また、②騒音を軽減と⑨自然散策・

遊戯ができるに関しても8割近い支持を得ている。 

 ⑦暗い、⑩防犯上問題の防犯面に対する設問に関して

は、地域によっての格差が大きいが、平均して6割近く

の回答を得られており、緑道空間のマイナス要因と考え

られる。特に高い割合を示している早渕地区・長坂地区

は、図-4,5 で示した利用頻度、利用目的において通

勤・通学目的で毎日利用する人の割合が多かったことか

ら、帰宅時に夜間利用する機会があることが高い割合を

示した要因であると考えられる。他の低い割合の地域は、

散歩・遊びなどの昼間に利用する人が多いことが要因で

あると考えられる。しかし、これらの地域の方の意見・

感想欄を見ると、「夜は暗くて怖いため利用しない」

「夜と昼のギャップが激しい」といった意見が多くみら

れ、夜間利用の有無が防犯面に対する設問の支持率の格

差につながっていると考えられる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)法面の有用度評価 

 法面の有用度に関する設問（「緑道空間の演出に役立

っている」・「生活に役立っている」・「地域に役立っ

ている」）において役立っているという回答の割合を

図-9に示す。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

有用度の回答結果をみると、「緑道空間の演出に役

立っている」という項目に関しては、ほとんどの地域で

9 割以上の高い回答を得た。このことから、法面という

存在が緑道空間を形成する上で必要な存在であるという

認識が住民にあることが分かる。一方、「生活に、地域

に役立っているか」については、緑道空間演出に比べて

低い値を示しており、特に生活について役立っているか

については、平均5 割で、長坂地区においては、4 割に

留まっている。 

 

５．まとめ 

 

 住民評価から見て、港北 NT における法面の計画設計

は住民の支持が得られていることが確認された。特に、

設計思想の骨格であるGMSと斜面緑地を含んだ緑空間と

の一体性に留意し、景観を含め周辺環境に調和した居住

環境の演出については、強い支持がうかがえた。また自

然散策ができることが、生活・地域へ影響することが高

いと考えられ、住民の支持を得るには散策や遊びのスペ

ースの整備が必要であることが言える。しかしながら

「暗い」「防犯」などの問題点も指摘された。暗い・防

犯上問題という項目で高い値を示した早渕、長坂地区の

緑道を現地調査すると、厚みのある緑道形成のために配

置された法面だが、土地利用の境界部分にフェンスが設

置されているため緑道の出入口が少なく、また法面の傾

斜角度の大きい箇所にも出入口が少なくなっている。こ

のことが緑道空間を孤立した空間にしてしまい、防犯面

での問題意識への要因になっているのではないかと考え

られる。今後は防犯面を意識した「逃げ道」のある開放

的な緑道空間のための法面整備の提案が必要であると考

えられる。 
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図-９ 地域別法面評価 
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①大火事の時、燃焼を防ぐことができる 

②街の騒音が軽減されている 

③強風から守ってくれ、防風効果がある 

④安らぎのある歩行空間を演出している 

⑤良い景観を形成している 

⑥多くの樹木があり、季節感を感じさせる 

⑦斜面により歩行空間が暗い 

⑧地震などの災害に対し、地盤等が安心できる 

⑨斜面空間に入り、自然散策・遊戯ができる 

⑩斜面空間により、住宅地との距離ができ、防犯上問題 

⑪斜面空間により、緑道までの距離ができ、利用しづらい 
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図-８ 地域別法面存在効果 




